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令和８年度 東日本大震災の復旧・復興事業等における 

積算方法等について 

 

 

東日本大震災の復旧・復興事業等における空港土木工事の積算方法等について、実態調査結果等を踏まえ、

下記のとおり措置されたい。 

 

 

記 

 

１．適用対象工事 

福島県内で実施する空港土木工事で、令和８年４月１日から令和９年３月３１日までの期間に入札書提出

期限日を設定する工事。 

 

２．積算方法 

（１）間接工事費の補正 

「空港請負工事積算基準の一部改定について」（令和８年３月１９日付国空空技第５７４号）

の共通仮設費率及び現場管理費率の補正に係る「その他」に該当するものとし、各工種区分に従

って対象額ごとに求めた共通仮設費率及び現場管理費率に、それぞれ以下の補正係数を乗じるも

のとする。 

 

間接工事費 補正係数 

共通仮設費 １．３ 

現場管理費 １．１ 

 

 



 
 

３．適用にあたって 

本通知の適用対象工事においては、当該補正を行って積算を行うことを入札公告等に明記するととも

に、本通知に基づき、予定価格を算出するものとする。 

 

４．既契約工事について 

既契約工事については、本通知の適用対象外とする。 

 

５．その他 

入札書の提出期限の日が本通知（令和８年３月２４日付）以降の工事のなかで、「令和７年度 東日本

大震災の復旧・復興事業等における積算方法等について」（令和７年３月２１日付国空空技第５８０号）

にて積算を実施した工事については、本通知に関する周知期間等を考慮し、以下の措置を講じる。 

 

・工事の発注者又は受注者は、工事請負契約書（令和７年１２月１２日付 国空予管第１０５３号）第６

３条等の規定に基づき、次の方式により算出された請負代金額等に変更する協議を行うことができるも

のとする。 

 

変更後の請負代金額＝Ｐ新×ｋ 

この式において、「Ｐ新」及び「k」は、それぞれ次に掲げるものとする。 

 Ｐ新：新積算基準に基づき作成した予定価格に相当する価格 

ｋ ：当初契約時点の落札率 

※新積算基準には、本通知のほかに「空港請負工事積算基準の一部改定について」（令和８年３月

１９日付国空空技第５７４号）が該当する。 

 

・ 工事において当該変更を行う場合、単価合意は変更後の請負代金額について行うものとする。 

・ 入札説明書において本取扱いについて明示するものとする。なお、既に入札公告を行っている場合

にも、同様に入札説明書を修正するものとする。 

 

（記載例） 

本工事は、「令和７年度 東日本大震災の復旧・復興事業等における積算方法等」（令和７年３月２１日

付国空空技第５８０号）に基づくものであるが、令和８年３月２４日に「令和８年度 東日本大震災の復

旧・復興事業等における積算方法等について」が公表されたことを踏まえ、次のとおり措置を講じる。 

○本工事の発注者又は受注者は、令和８年４月１日以降、工事請負契約書第６３条等の規定に基づき、

次の方式により算出された請負代金額に変更する協議を行うことができるものとする。 

変更後の請負代金額＝Ｐ新×ｋ 

Ｐ新：新積算基準に基づき作成した予定価格に相当する額（単価は入札書の提出期限の日のもの） 

ｋ ：落札率 

○当該変更を行う場合、単価合意は変更後の請負代金額について行うものとする。 

 


